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〈169号の内容〉
髪(公財)福島県生活衛生営業指導センター理事長挨拶

葬福島県保健福祉部長の新任挨拶

筆福島県食品生活衛生課からのお知らせ

「改正旅館業法が施行されました」

翼耳より情報「メー ドインふくしまロボット導入支援事

業費補助金」

警日本政策金融公庫からのお知らせ

妻生衛業経営者セミナーのご案内

雲クリーニング師研修・業務従事者講習のご案内

髪人事)肖息

花見山 (福島市)

理
事
長
挨
拶

新
緑
の
候
、
皆
様
に
は
ま
す
ま
す
ご
清
栄
の
こ
と
と

お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

今
年
の
正
月
に
、
石
川
県
の
能
登
地
方
を
震
度
７
の

巨
大
地
震
が
襲

い
ま
し
た
。
建
物
の
損
壊
は
も
ち
ろ
ん

停
電
、
断
水
、
そ
れ
に
広
戌
火
災
や
度
重
な
る
余
震
な

ど
も
あ
り
、
未
だ
に
多
く
の
方
が
避
難
生
活
を
強

い
ら

れ
て
お
り
ま
す
。　
一
日
も
早

い
復
興
が
進
む
こ
と
を
願

う
ば
か
り
で
す
。

本
県
で
は
、
あ
の
東
日
本
人
震
災
か
ら
‐３
年
が
経
過

し
、
福
島
第
１
原
発
に
溜
り
続
け
て
い
た
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処

理
水
の
海
洋
放
出
が
、
昨
年
８
月
か
ら
よ
う
や
く
始
ま

り
ま
し
た
。
除
染
土
の
県
外
搬
出
に
つ
き
ま
し
て
は
先

の
見
通
し
が

つ
き
ま
せ
ん
が
、
今
後
、
廃
炉
に
向
け
て

作
業
が
着
実
に
進
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た

い

と
思

い
ま
す
。

（公
財
）福
島
県
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

理
事
長
　
菅

野

　

豊

一
方
、
こ
れ
ま
で
我
々
の
日
常
生
活
や
社
会
経
済
活

動
に
大
き
な
影
響
を
及
ば
し
て
き
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
で
し
た
が
、
昨
年
５
月
か
ら
感
染
症
法
上
の
分
類

が
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
同
等
の
５
類
に
変
更
さ

れ
ま
し
た
。
今
後
は
景
気
の
回
復
を
期
待
し
た
い
と
こ

ろ
で
す
が
、
依
然
と
し
て
続
い
て
い
る
仕
入
れ
価
格
の

高
騰
や
人
手
不
足
の
問
題
な
ど
、
生
活
衛
生
関
係
営
業

者
に
と

っ
て
は
極
め
て
厳
し

い
状
況
が
続

い
て
お
り
、

国
、
県
を
始
め
と
し
た
広
範
な
支
援
が
始
要
に
な
る
も

の
と
口ヽ

っ
て
お
り
ま
す
。

当
指
導
セ
ン
ダ
ー
で
は
経
営
相
談
業
務
の
充
実
は
も

ち
ろ
ん
、
福
島
県
や
日
本
政
策
金
融
公
庫
と
の
逹
携
を

よ
り

一
層
図
り
な
が
ら
融
資
部
門
の
充
実
に
も
努
め
、

生
衛
業
の
皆
様
の
應
援
団
と
し
て
頑
張

っ
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

新
任
の
ご
挨
拶

本
年
４
月
１
日
付
け
人
事
異
動
に
よ
り
、
）稲
島
県
保

健
福
社
部
長
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

公
益
財
団
法
人
福
島
県
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン

タ
ー
及
び
生
活
衛
生
関
係
営
業
者
の
皆
様
に
は
、
日
頃

か
ら
本
県
の
生
活
衛
生
行
政
の
推
進
に
格
別
の
御
理
解

と
御
協
力
を
賜
り
、
電
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

生
活
衛
生
関
係
営
業
は
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
密

着
し
、
快
迪
に
生
活
す
る
上
で
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り

ま
す
。
生
活
衛
生
関
係
営
業
者
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
物
価

・
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
高
騰
、
人
口
の
減

少
や
後
継
者
不
足
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
な
ど

の
課
題
が
あ
る
中
、
経
営
の
健
全
化
や
衛
生
水
準
の
維

持
向
上
に
芳
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
県
民
に
安
越
で
快

迪
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
取
り
組
ま
れ
て
お
ら
れ
ま
す

こ
と
に
、
改
め
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

福
島
県
保
健
福
祉
部

部
長
　

一二

浦

　

爾

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
５
類
感
染

症
に
移
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
終
息
は
し
て
お
ら
ず
、
季

節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
の
同
時
流
行
と
な
る
な
ど
継

続
し
た
感
染
対
策
が
始
要
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
中
、
快
迪
な
環
境
を
維
持
し
、
生
活
を
向
上
さ

せ
る
皆
様
の
活
動
は
、
ま
さ
に
健
康
な
県
民
生
活
を
支

え
る
基
盤
で
あ
り
ま
す
。

県
で
は
引
き
続
き
、
公
益
財
団
法
人
福
島
県
生
活
衛

生
営
業
指
導
セ
ン
ダ
ー
等
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、

業
界
の
振
興
や
経
営
の
健
全
化
は
も
と
よ
り
、
衛
生
行

政
の
推
進
を
図
る
た
め
の
各
種
施
策
を
展
開
し
て
ま
い

り
ま
す
の
で
、
皆
様
の
御
理
解
と
御
協
力
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

結
び
に
、
皆
様
の
ま
す
ま
す
の
御
発
展
と
御
健
勝
を

ぃに
か
ら
お
祈
り
い
た
し
ま
し
て
、
就
任
の
挨
拶
と
い
た

し
ま
す
。



第 169号 生 衛 ふ く し ま 令和 6年 5月 (2)

令和5年 12月 13日から改正旅館業法が施行されました。

鸞主な数量のぬ答

霧 鶴油夢巨否事自の追加

営業者は、宿泊施設に加重な負担等なり、宿泊サービスの

提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返す迷惑客に

宿泊を拒むことができることとされました。

(1)新たな拒否事由に該当するものの例

① 不当な割引、契約にない送迎等、過乗」なサービスの要求

② 対面や電話等により、長時間にわたり、不当な要求を行う行為

③ 要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が不相当なもの

(暴力、傷害、脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の要求等)

(2)新たな拒否事由に該当 な いものの例

① 障がいのある方が社会の中にある障壁 (バ リア)の除去を求める場合

(車椅子利用者がベッドに移動する際に介助を求めること等)

② 障がいのある方が障がいを理由とした不当な差別的取扱いを受け、謝罪等を求めること

盟 感染防止対策の充実

(1)営業者は、壁壁塁墜鍾三上ヨl量』重:墨:堕:主_三:菫:墾墜:盤:二:=亜i型」:二

``三

:型_墨:■:と:ブ:豊里:墜:塑:藍:塾_」12□_壺 l

に限 り、宿泊者に対し、特定感染症の症状の有無等に応じて、必要な限度で、特定感

染症の感染防止対策への協力を求めることができるとされました。

(2)宿泊拒否事由の一つである「伝染性の疾病にかかつていると明らかにみとめられるとき」が
「特定感染症の患者等」に改正されました。

3 差別防止の徹底等 |こ つしヽて

(1)営業者は、従業者に対し必要な研修の機会を え る よ う努めな けれ ばならないこととされま

した。

(2)宿泊しようとする者の状況等に配慮してみだりに宿泊を拒まないようにすることとされま

した。

4 その他の事項

(1)宿泊者名簿の記載事項について、「職業」が削除され、「連絡先」が追加されました。

(2)事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続きを行うことで、新たに許可の取得等

を行うことなく、営業者の地位を承継することとなりました。

(参考)令 和 6年 4月 1日 から改正障害者差別解消法が施行され、事業者による

障がいのある方への合理的配慮の提供が義務化されました。

県北保健福祉事務所

県南保健福祉事務所

南会津保健福祉事務所

福島市保健所

いわき市保健所

【お問い合わせ先】

だ,024-534-4304 *
だ,0248-22-5486  *
変,0241-63-0308  *
変,024-597-6319 *
変,0246-27-8591  *

県中保健福祉事務所

会津保健福祉事務所

相双保健福祉事務所

郡山市保健所

県庁食品生活衛生課

変,0248-75-7820
変,0242-29-5521

質,0244-26-1363
で,024-924-2157
で,024-521-7243

ご不明な点については、営業所を管轄する保健所にご相談ください。

なお、中核市 (福島市、郡山市、いわき市)の施設は、各市の保健所にお問い合わせください。
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ロ

福島県では、メードインふくしまロボットの導入促進を図るため、福島県内で製造又は

開発された翻ボット:こ つしヽて、その導入:こ 要する経費餅 ―郡を構動します。
●補駿率 罐′/2
0:薩助上限額 舅姜褥踪量亀醤瘍褪嶽量濃躙颯誓炒諦 罐ま鰺拶渉踏愧
○文寸象となる圏ボットの要件  以下の金でを満たす曇ボットが対象となります。

綺 福轟曝%の事難議で製造※ 籠贄薔譲趙斃 ※倉さ畿雄ロボッ トで纏鶴とな

※1 福島県角の事業所で最終的な組み菫で工程が行われてしヽること

(轟該工程が軽1,t文 なものである場合を除く)

※2 福轟県内に本社及び機該選ボットの主要開発拠点を有していること

1感1 纏島県内で豊らの事饉;轟軸のた鑢‡こ:量爾響鶴こと贈轟鑢とし電導入事鶴翻ボット

欅)奪事畿鐘お:す る『タードイン贔くり譲醸ボット」電覇鶴進と

※メードインぶくり讚醸:ボット鞠夕醸ブ『`慮ゝく饉ボ』:こ掲載があるロボットについて1ま 、
補助対象藝ボットとなります (カ タ猛グ掲載の製造動 11よ 対象から除きます).

掲載がなくでも、■認|●～131の 条件を満たすロボットであれば補助対象となります。

※ソフトやシステムのみで :ま なく機械 模 機)を伴うものであること。

清掃 ロボッ トMB‐ CL02

辟
'モ‐・

本事業|よ 、公益財圏,去人 福轟イプベーション・コースト構想推進機構に委託して実施しますので、申込方法などの

詳細 |よ 、同機構末―ムページをご覧くださり。

【お問い合わせ先】幅島県より事業受託,

食鐘財爾法人橿轟イノベーシ翻ン・ 警―ス 詳鐘懸推進機瞳 事業壼番 連携譲

〒975-0036 福島県南挙愚馬市漂翻駆 萱浜宇新赤沼83 Tet 0244-25-2474 Fax 0244-25城 4ア9 8-ma:t robot20fipo oこ 」,

出典 :福島県ホームページ (https://www preffukushlma lg」 p)よ り力□工 して作成

受付を締め切る場合があります。)(予算上限 :こ達した場合には、募集鶏闇内であつても

仁 謳

‐
=奮

4摯
==篠

||1壼::

日本政策金融公庫

と権機は、日本公庫国民生活蓼業の憲目までお気軽にどうぞ。

国民生活事業
htt,s:〃 www,jた .go.jpノ

お問い合わせ各ナ ヒ イヤル)

梅 島 要 彗

tヽ 争き支 店

会津書識支店

郡 曲 貫 窮

35'|-008613 福 島 市 栄 町 6--6、 福 島 セントラルビ′,,

係 ,0-|1鋳 45 いわさ市 工 学 菱 11:町 1--5
05“―|゛

"3も
会 津 警 機 市 中 町 2-‐ 6

0も ,中 -001(2つ 都 議 市 靖 水 奮 ,一 う-21(山 相 群 曲 ビル

'
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酵 ,

うな錮 茜磯護
奮簿鍵斃睾鷺爾纂鸞饉鶴懲饉

輩譲鬱警層亀と な

と き:令和6年 7月 22日 n 13時25分～
ところ :コ ラッセふくしま4F 多目的ホール (福島市三河南町 1-20)

テーマ :第 1部 日本銀行福島支店長の経済講演
「福島県経済の現状と活性化に向けて」

第 2部  「AIと人の協働 生衛業者の課題解決」

福島大学 共生システム理工学類 教授 樋 □良之 氏
、ヽ_

._ 饉
■ ― . IE

‐. _日
‐■  ■ ■

ニ
ー
11lII

ます。

センターのホー

をお送りいた

ものの業務に従

グ所に

書

されているクリー

= は3年ごと

■11

対象と

当該研修等は、 3年 |

令和6年度は、郡

します。

開催月日、会場等に

ので、ご確認ください。

人 事 消 息 (卸 6年度枷 曰

所  属 職    名 氏   名 1日 所 属 職    名

保忙福祉部
部 長

政策監

三浦  爾 病 院局 局 長

根本 和代 美術館 館 長

課 長

主幹兼副課長

食品生活衛
主任主査

鰈 境衛生)生課

主任主査
(食 の安全)

主任主査 (水道)

遠藤 昌彦 県北保健福祉事務所 生活衛生部長

志賀臣―郎 ェ幹兼事務長

佐藤 和生 県北建設 事務所
総務部行政課主任
土杏

阿部 雄一 すほ 保健福祉事務所
生活衛生部衛生推

進課主任主査

厚海  亮 食品生活術生課 主査 (キ ャップ)

県北保健福

祉事務所

所 長 l,r.a ,.at 会津保健福祉事務所

1有 会■保忙福祉事務所
所 長

副所長兼総務企 |_占
画部長    |・

n 忠信 健康づ くり推進課 総括 T幹兼副課長

生活衛生部長 海老名裕二 県南保健福祉事務所 生活衛生部長

県中保健福
祉事務所

所 長 小林  孝 i_学 '去 人課 課 長

H」 所 長 堀切  将 相双保健福祉事務所 副所長

生活衛生部衛生

推進課長
門馬 直太 食品生活衛生課 主任主査

生活衛生部衛生

推進課主任主査
鈴木 昭彦 県中保健福祉事務所 王査 (キ ヤツプリ

県南保健福
祉事務所

副所長兼総務企

画部長
影山  剛

県南地方振興局県民

環境部
部長

■活衛生部長 伊藤  隆 県南保健福祉事務所 生活衛生部副部長

生活衛生部副部長 大越  英明

生活衛生部衛生推

進課主任主査
本郷 貴胤 県市保健福祉事務所 主査 (キ ャップ)

会津保健福

祉事務所

所 長 笹原 賢司 県中保健福祉事務所 所 長

主査 (キ ャップ) 遠藤 智― 会津保健福祉事務所 主 査

南会津保健
福祉事務所

所 長 笹原 賢司 県中保健福祉事務所 所長

生活衛上部長兼

衛■推進言米長
橋本 正行 福 島市保健所 衛生課長

相双保健福
祉事務所

所 長 寅磐  進 職員業務課 主幹兼副課長

副所畏 安達 優真 県中保健福祉事務所 科 長

生li衛生部副部長 谷  枝織 食内衛生検査所 業務課長

主査 (キ ャップ) 柏木 佳子 県中保健福祉事
`,所

三査

福島県 (キ ャップ以上 , 福島市保健所 (係 長以上)

郡山市保健所 (係 長以上)

所   属 職  名 氏   名 1日  所 属 職   名

保健所 理事兼次長 半澤 正幸 保健所 次長兼総務課長

いわき市保健所 (係長以上)

日本政策金融公庫 国民生活事業 (令和6年 4月 1日付人事異動 課長以上)

所   属 職   名 氏   名 1日  所  属 職   名

保健所
副所長兼保健給

務課長
澁谷  均

福 島市商工観 光部
企業立地課

課 長

保健所

衛上課

衛生課長 木幡 裕信
福 島県衛生研究所

微生物課
課 長

主任技査兼生活
衛生係長

渡辺  有 保健所衛生課 係 長

食品衛生係長 八巻 裕― 保健所衛生諜 技 査

所   属 職  名 氏   名 1日  所 属 職   名

保健所生活

衛生課

1果長 野口 秀幸
いわき市医療センター

情報システム管理室
室 長

主任主査兼動物

愛護係長
伊藤 好康 環境

`ヽ

画課 環境企画係長

専 門獣医技師 今成 勇一
保健所
生活衛生課

専門獣医技師兼動

物愛護係長

所   属 職   名 氏   名 1日  所 属 職   名

いわき支店
支店長兼事業統
轄

新谷 宜史 舞鶴支店 支店長兼事業続轄

会津若松支店 融資課長 原 田 幹夫 札幌支店

燿

も参搬壌

te

福島南 高等学校

県中保健福祉事務所 生活衛上部衛生推11課長


